
日時　 令和3年6月25日（金）　14:00～16:00
会場 竹田市城下町交流プラザ　多目的ホール

竹田市
大分合同新聞社・ケーブルテレビ竹田

参加者 40 名 会場参加 22 名
　youtube参加 18 名

不動産関係 2 名 まちづくり会社 2 名
物件オーナー 4 名 市議会議員 1 名
社会福祉協議会 2 名 地域おこし協力隊 2 名
地域包括支援センター 2 名 県土木事務所 4 名
福祉関係 2 名 県豊肥振興局 1 名
大学関係 1 名 一般企業 2 名
地域連携室 2 名 一般参加者 1 名
医療関係 1 名 市役所関連部署 11 名

【目的】
　今回の居住支援に関する説明会は、３部構成でありそれぞれの演題は以下であった。
　第一部　『大分県における住宅セーフティネット制度の取り組みについて』
　第二部　『要介護５の母の食べる・寝る・出す　～介護保険の限界～』
　第三部　『老後のライフプラン　～人生100年シナリオ』

　今回の説明会では、①居住支援事業が全国的に展開されていることとその概要の周知、②自宅で介護を
　する悲喜こもごもの日常。母への尊厳と介護サービスの活用法、普段から学び合い、つながり合っておく
　ことの大切さの啓発　③高齢化率が高い竹田で100年シナリオを自分らしく生きるための運用の新常識と
　知恵　というバラエティーに富んだ内容だった。

【考察】
　竹田市は人口2万人を切り、65歳以上の高齢者が47パーセントを超える高齢化社会である。人生100年時
　代ともいわれており、日本の最先端ともいえる。長く生きることが不便や煩わしさに直結しそうな現代。
　空き家・介護・お金。普段はなかなかオープンにできないテーマを3本、今回は企画した。
　一貫しているのは、地域（まち）の中で楽しみながら暮らすための新しい視点の提案である。人口減に
　向かう竹田市において、さまざまな生活課題を個人や家族単位ですべて乗り越えていくことは、厳しい。
　日常から緩やかであたたかい繋がりやシステムを構築していくことで、地域で課題を解決していく。
居住支援がともすれば、住宅確保要配慮者と物件のマッチングのみに捉えられるのでは、と危惧する。

令和3年7月8日
一般社団法人権利擁護支援センター　たけたねっと

合　　　　計　　　　　　40名

令和3年度　居住支援セミナー実施報告書

共催
取材



web研修で包僕の奥田代表がお話された『ハウスとホームは違う。共生地域をコーディネート』。
独立型社会福祉士事務所として、この言葉の持つ重みと可能性をどう模索し、追求し具現化できるのか。
他機関との連携を密にしながら、全国の先進事例に学ぶことで竹田らしい支援が展開できると考察する。

　【アンケート結果】
１．どの演題を楽しみにいらっしゃいましたか？

第一部  居住支援概要 8 件
第二部　居宅介護 10 件
第三部　マネープラン 7 件

２．あなたご自身のお困りがありますか？
空き家 1 件
空き店舗 1 件
空き地 1 件

うまく活用できていない 4 件
修繕が必要 3 件
費用が心配 2 件
地域に役立てたい 2 件

誰に相談していいか分からない 2 件
何をしていいか分からない 3 件
介護疲れ 2 件
家族間の気持ちのズレ 3 件
介護費用 2 件
介護が終わった後の無気力 2 件
もっとこうすればよかった等の後悔 2 件

ライフプランを考えたことがない 5 件
漠然としたお金の心配 8 件
相続 4 件

・自分のことではないが、支援している相手のことで参考になればと期待してきた。
・今後も協働、協力しながらネットワークを構築したい。（複数回答）
・お金の話はなかなか聞く機会がなく、衝撃的だった。（複数回答）
・バラエティーに富んだ内容で大変参考になった。（複数回答）

お
金

居
住
支
援

介
護

第一部 居住支援 ８件

第二部 母の在宅介護 １０件

第三部 マネープラン ７件



第一部　『大分県における住宅セーフティネット制度の取り組みについて』　

第二部　『要介護５の母の食べる・寝る・出す　～介護保険の限界～』

第三部　『老後のライフプラン　～人生100年シナリオ』



大分県における
住宅セーフティネット制度の取組について

大分県土木建築部建築住宅課 企画調査班
主査 市野瀬康平
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入居支援
居住支援法人
NPO団体

介護・支援事業者
地域包括支援センター
相談支援事業所
居宅介護支援事業所など

医療機関
医療
SW・PSW

社会福祉協議会
民生委員

仲介業者
不動産会社
協力店

民間サービス 住宅確保
要配慮者

・電話、対面による見守り
・病状悪化時の受診支援
・緊急時の一時対応
・住宅探しの相談

必要な医療を受けられる体制

・日常生活自立支援事業
・対面による見守り
・財産管理契約
・成年後見人制度の活用

・住宅の紹介
・家賃債務保証
・損害保険
・見守りサービス

・居住支援制度の周知
・公営住宅の提供
・生活保護制度

居住支援ネットワーク体制のイメ―ジ

2

支援

連携

凡例

令和３年度、大分県では市町村と連携し
て地域ごとの居住支援ネットワーク体制
の整備を目指しています。

行政
住宅・福祉部局

・住宅探しの相談
・不動産会社への同行
・見守りサービス（直接）
・死後事務委任



住宅確保要配慮者とは

本人だけでは住宅を確保するのが難しく、配慮や支援が必要な者

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第102号）通称：「住宅セーフティネット法」

上記以外で法及び省令で定める者【住宅セーフティネット法】

被災者、更生保護対象者、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者、犯罪被害者、
中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、北朝鮮拉致被害者

大分県が独自に定める者 【大分県賃貸住宅供給促進計画（R元.8）】

UIJターンによる転入者、新婚世帯、ＬＧＢＴ等、児童養護施設退所者、
留学生の生活を支援（同居、近居）する学生、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者、
海外からの引揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者

3

高齢者 障がい者
（身体、知的、精神、その他）

低額所得者
生活困窮者

外国人 子育て世帯
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H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12

大分県内の総人口と総世帯数の推移

総人口は昭和60年頃から緩やかな減少が続き、今後さらに人口減少が加速する見込み。

総世帯数はH27年頃をピークに減少の見込み。生産年齢である一般世帯は減少。

出典：（～H2７）国勢調査 （Ｒ２～Ｒ１２）国立社会保障・人口問題研究所 4

世帯数（万戸）

総世帯数はH27年頃がピーク
単独世帯、核家族が増えていた
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大分県内の住宅確保要配慮者について（高齢者）

高齢世帯数はR7年度まで増加、（総世帯数のピークよりも１０年遅い）

高齢化率はその後も上昇の見込み。

出典：（～H2７）国勢調査 （Ｒ２～Ｒ１２）国立社会保障・人口問題研究所高齢者世帯数の推計（大分県） 5

世帯数（戸）

高齢世帯数は
R7年がピーク

高齢化率（％）

高齢化率は
上昇し続ける

推計値
高齢世帯・・・世帯主の年齢が６５歳以上の世帯

高齢世帯数
高齢化率 ＝

総世帯数

増加

減少

大分県内の住宅確保要配慮者について（障がい者）

１ 身体障がい者の状況

身体障害者手帳所持者数

66,396人 62,112人

資料：障害福祉課（大分県障がい者計画より）

２ 知的障がい者の状況

療育手帳所持者数

8,222人 10,217人

３ 精神障がい者の状況

精神科医療機関に入院・通院している精神障がい者の状況

その他にも、 発達障がい者（児）、高次脳機能障がい
者、 難病患者、医療的ケア児など
※正確な人数は不明

31,065人 37,643人
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減少

増加
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大分県内の住宅確保要配慮者について（生活困窮者）

生活保護受給者数・保護率の推移
大分県地域福祉基本計画（R2.3）より
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生活保護の受給者数は、平成２３年度に２万人を超えた後、

平成２４年度をピークとして、その後は緩やかな減少傾向。

保護率については ２０１１年度に１.７％台に達して以降、ほぼ横ばいで推移。

横ばい

（持ち家）

戸建て

（持ち家）

共同住宅、長屋

（貸家）

賃貸住宅

（有料老人ホー

ム、サ高住等含

む）

（貸家）

公営住宅（公社

住宅含む）

（貸家）

給与住宅

（空き家）

賃貸住宅
（空き家）

２次的(別荘など）

（空き家）

使われていない

（空き家）

左記以外売却

用・建築中他

H20 271,100 21,500 130,000 25,100 16,000 37,500 3,300 34,400 4,100

H30 278,700 27,600 132,000 22,100 9,700 42,100 4,700 48,700 4,500

271,100 

21,500 

130,000 

25,100 

16,000 

37,500 

3,300 

34,400 

4,100 

278,700 

27,600 

132,000 

22,100 

9,700 

42,100 

4,700 

48,700 

4,500 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

8

大分県の住宅ストックの現状

資料：住宅・土地統計調査（H20，H30）

空き家貸家

（持ち家）戸建て、共同住宅の戸数が増加 → 世帯数の増加のピークが平成27年頃

（貸家）民営賃貸住宅はほぼ横ばい → 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の供給増加

（貸家）公営住宅、給与住宅の戸数は減少 → 住宅の総戸数が多くなったため戸数を抑制

（空き家）賃貸住宅の空室が増加 → 住宅の供給が過剰となっている

（空き家）使われていない戸建てが増加 → 相続後、活用されないまま放置されている

居住中 非居住

凡例
■ H20 ■ H30

戸数

社宅など アパート

持ち家

住宅
マンション等

戸建て住宅等



9

大分県の住宅確保要配慮者とストック（まとめ）

（居住者の現状）
１．一般世帯数（生産年齢世帯数）は減少
２．高齢世帯数（高齢化率）、障がい者数は増加

（住宅ストックの現状）
３．空き家の戸数は増加、空き家の半分は賃貸住宅
４．公営住宅・給与住宅の戸数は減少

（今後の流れ）
高齢者、障がい者などの住宅確保要配慮者を民間賃貸住宅で受け入れていく

１．大家の不安を払拭

家賃滞納、火災の恐れ、近隣トラブル、
退去、死亡後の残置物の処理

２．住宅確保要配慮者が
賃貸住宅へ円滑に入居で
きるマッチング体制の構築

（主な課題）

※大分県居住支援協議会より

不動産関係団体、福祉関係団体、地方公共団体（県
及び18市町村）により構成され、居住支援の促進に関
する情報共有を行う。
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新たなセーフティネット制度の枠組み

③セーフティネット住宅

主な取組

④大分県居住支援協議会

①大分県居住支援法人

要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅。申請により県
で登録。ネット上で閲覧でき、住宅が探しやすくする。

②住宅さがしの協力店

住宅セーフティネット法に基づき県が指定する法人。
要配慮者の入居に関する相談や、不動産会社への同
行、家賃債務保証などの支援を行う。

要配慮者に寄り添った対応を行ってくれる不動産屋さ
ん。大分県居住支援協議会が登録。

国の動き（国土交通省）

住宅セーフティネット法の一部を改正
（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律）

H29.10.25施行

大分県賃貸住宅供給促進計画
R元.8

大分県の動き 法第5条に基づき計画を作成



①大分県居住支援法人

要配慮者の円滑な入居の促進を図るための支援を行う法人です。住宅セーフティネット法に基づき
大分県の指定を受けています。県内には全部で９者の法人が指定されています。（R3.6.25現在）
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支援内容の一例 ※各法人により異なります。全ての法人が同じ支援を行っている訳ではありません。

法人の名称
支援業務を行う事務所

の所在地
支援業務を行う地域 電話番号

NPO法人 住むケアおおいた 大分市大道町 大分県全域 097-535-9077

一般社団法人大分事業支援センター 大分市東春日町 大分県全域 097-511-6569

株式会社あんしんサポート 大分市西春日町 大分県全域 092-843-1881

有限会社すぎのこ村ネットワーク 日田市淡窓 日田市、玖珠町、九重町 0973-22-1192

一般社団法人 権利擁護支援センター たけたねっと 竹田市大字竹田町 竹田市、豊後大野市、由布市（庄内地区） 0974-63-2755

株式会社豊後企画集団 大分市王子南町 大分市、別府市、日出町 097-533-5700

株式会社 住むケア東おおいた 大分市乙津港町 大分県全域 097-527-3737

株式会社 住むケア南おおいた 大分市大字市 大分県全域 097-542-8585

一般社団法人 身元保証ニューライフ 別府市楠町 大分市、別府市 0977-75-9966

必須

②（住宅確保要配慮者の）住宅さがしの協力店

住宅さがしに困っている要配慮者に寄り添った対応を行ってくれる不動産屋さんです。
大分県居住支援協議会に登録されています。
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寄り添った対応の一例

登録要件

・ 要配慮者に寄り添った対応を行うこと

・ 宅建業免許を有していること



大家さんの登録のメリット２
既存賃貸住宅等の改修費に対する補助金（国による直接補助）を受けられる
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
補助率：１／３、補助限度額：５０万円／戸 等
対象工事：バリアフリー改修工事、耐震改修工事、

共同居住用のための改修工事、間取り変更工事
補助要件：１０年間住宅確保要配慮者専用とすること

③セーフティネット住宅

住宅確保要配慮者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅です。
大家、不動産屋さんが、セーフティネット住宅情報提供システムに登録することで、
住宅確保要配慮者本人や、その家族、施設の職員等が検索することができます。

登録事務主体
・大分市内 ：

大分市住宅課
TEL ： 097-537-5977

・上記以外の県内 ：
大分県建築住宅課
TEL ： 097-506-4677
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大家さんの登録メリット１
入居の機会が増加

○補助金の問合せ先
スマートウェルネス住宅等推進事業室
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
TEL：03-6265-4905
ホームページ：http://snj-sw.jp/

大家・オーナー

不動産屋さん・
管理会社

施設の職員 他の不動産屋さん

セーフティネット住宅情報提供システム
（登録要件）
・面積２５ｍ2以上

※共同設備があれば緩和有

・耐震性がある
※Ｓ56年以降建設など

・部屋ごとに登録可能
・拒まない対象を選択可能

例）高齢者だけなど

１．登録
※無料

２．検索

（本人）
住宅確保要配慮者 家族

○大分県内の登録戸数
3,225戸（R3.6.8現在）
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改修補助の事例（全国）
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改修補助の事例（全国）

④大分県居住支援協議会

不動産関係団体、地方公共団体（県及び市町村）、福祉関係団体により構成され、
住宅確保要配慮者が賃貸住宅等へ円滑に入居できる支援方法の協議や情報共有を行っています。

大分県 福祉保健企画課
高齢者福祉課
こども未来課
こども・家庭支援課
障害福祉課
建築住宅課
公営住宅室

大分市 住宅課
別府市 施設整備課
中津市 建設政策課
日田市 建築住宅課
佐伯市 建築住宅課
臼杵市 都市デザイン課
津久見市 まちづくり課
竹田市 建設課
豊後高田市 都市建築課
杵築市 建設課
宇佐市 建築住宅課
豊後大野市 建設課
由布市 建設課
国東市 まちづくり推進課
姫島村 建設課
日出町 都市建設課
九重町 建設課
玖珠町 建設水道課

社会福祉法人大分県社会福祉協議会

社会福祉法人シンフォニー

福祉フォーラムin別杵速見実行委員会

NPO法人自立支援センターおおいた

ＮＰＯ法人住むケアおおいた★

一般社団法人大分事業支援センター★

株式会社あんしんサポート★

有限会社すぎのこ村ネットワーク★

（一社）権利擁護支援ｾﾝﾀｰ たけたねっと★

株式会社 豊後企画集団★

株式会社住むケア東おおいた★

株式会社住むケア南おおいた★

（一社）身元保証ニューライフ★

※★印は居住支援法人

一般社団法人
大分県宅地建物取引業協会

公益社団法人
全日本不動産協会大分県本部

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

公益社団法人
全国賃貸住宅経営者協会連合会
（大分県支部・大分中央支部・大分新支部）

大分県住宅供給公社

＜不動産関係団体＞ ＜地方公共団体＞ ＜居住支援団体＞

構成員（R3.6.25現在）
16
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民間の家賃債務保証制度の例

入居希望者が賃貸住宅の契約とは別に、保証会社へ申し込むもの。
賃貸借契約の期間中に入居者が家賃を滞納した場合に、保証会社が大家へ立替えする。
保証範囲には、原状回復、訴訟費用、残置物処理費用等が含まれる商品もあります。

国土交通省では適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として、一定の基準（※）を満たす家賃債務保証業者を
国に登録する制度（「家賃債務保証業者の登録制度」）を設けており、その情報を広く提供しています。

※図は、国土交通省 大家さんのための
単身入居者受け入れガイドより

18

民間の損害保険制度の例

入居希望者が賃貸住宅の契約とは別に、保険会社へ申し込むもの。
入居者の死亡後に、相続人を調査する弁護士費用や、相続財産管理人の選任申立に要する費用、
空室時の家賃保証、残置物の処分費用等を保険会社が補償。

弁護士費用 残置物の処分
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民間による入居中の見守りサービス

週に数回、自動音声で電話を発信して安否確認するものや、実際に人が訪問するものまで様々。
異常があれば、親族などに連絡が入ることになっている。
大分県内でも居住支援法人、宅配業者、警備会社及び郵便局など多くの民間企業が参入している。

申込 申込

① 電子機器等による状況把握

入居者民間事業者等高齢者等の親族

センサー
の設置

センサー
内蔵電池

センサー
内蔵照明

自動音声
発信

② 対人による定期的な訪問

民間事業者 警備会社 郵便局

見守り

例）
2,500円～8,840円/月
初期費用 50,000円
※機器費

例）
980円～2,530円/月
初期費用 22,000円

連絡

医療機関の受診

早期発見

20

孤独死の年齢と男女構成比について

121
211

345

691

1099

805

222
58

70

86

95

140

133

112

0

500

1,000

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代～

孤独死に至るケースは圧倒的に男性が多い（８割以上）。孤独死者の年齢が最も多いのは
男女共に６０代、平均寿命と比較して２０歳以上若くして亡くなっている。

一般社団法人日本少額短期保険協会
第５回孤独死現状レポートより引用

2015 年 4 月～2020年 3月までの孤独死のデータ（全国）
男女別死亡年齢の構成比(n=4,188)

凡例：■男性 ■女性
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各世帯の平均居住期間

0

2.3

10.3

63.6

1.1

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学生

一般単身（学生除）

一般ファミリー

高齢者（65歳以上）

法人

外国人

平均居住期間

6年以上 4-6年 2-4年 1-2年 1年未満

（首都圏・関西圏を除く全国エリア）2020上期

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
日管協短観2020年12月より

高齢者は６年以上継続して入居する世帯の割合が約６割以上。
他の世帯に比べて退去、原状回復、募集手続きに要する事務負担が少ない。
無料wifi、宅配ボックス、リノベーションなどの新しい設備投資を行う必要性も低い。

％

入居支援
居住支援法人
NPO団体

介護・支援事業者
地域包括支援センター
相談支援事業所
居宅介護支援事業所など

医療機関
医療
SW・PSW

社会福祉協議会
民生委員

仲介業者
不動産会社
協力店

民間サービス 住宅確保
要配慮者

・電話、対面による見守り
・病状悪化時の受診支援
・緊急時の一時対応
・住宅探しの相談

必要な医療を受けられる体制

・日常生活自立支援事業
・対面による見守り
・財産管理契約
・成年後見人制度の活用

・住宅の紹介
・家賃債務保証
・損害保険
・見守りサービス

・居住支援制度の周知
・公営住宅の提供
・生活保護制度

居住支援ネットワーク体制のイメ―ジ

22

支援

連携

凡例

令和３年度、大分県では市町村と連携し
て地域ごとの居住支援ネットワーク体制
の整備を目指しています。

行政
住宅・福祉部局

・住宅探しの相談
・不動産会社への同行
・見守りサービス（直接）
・死後事務委任



マッチング

1-1.要配慮者の実態調査
入居前・後の支援を行っている団体へアンケート実施

理想の状態

（対象）
・居住支援法人
・地域包括支援センター
・相談支援事業所
・社会福祉協議会
・民生委員
・居宅介護支援事業所
・その他

３.住宅を探しやすくするマッチング体制の構築

居住支援法人、不動産関係（支部）
社会福祉協議会、民生委員
地域包括支援センター、相談支援事業所、居宅介護支援事業所、その他

（対象）
不動産会社、大家さん
（協力）
・宅地建物取引業協会（支部）
・全日不動産協会

２.居住支援ネットワーク会議の開催（市町村別）

自発的にネットワークが機能する社会

1-2.大家・不動産屋さんの実態調査
賃貸住宅の大家等へアンケート実施

案❷ 大家向けのセミナー開催（地域別）

STEP2
分析・検討

STEP3
対策

STEP１
実態把握

START

協力

理解の
ある大家

安心して
家探し

案❶ 居住支援ネットワーク体制の見える化
ガイドブックの作成、SNSの活用等

各団体の課題を共有し、解決する取組について協議。実務者レベルで毎年開催

大分県
（土木事務所）

市町村
（住宅、福祉）

県内大学
※分析

令和３年度居住支援ネットワーク体制の整備

大分県
居住支援協議会

（参加）

調査内容
・要配慮者への居住支援の現
状と課題
・入居後のトラブル事例の把握
・各団体の役割の把握（どん
な支援ができるか）

全１８市町村において
居住支援ネットワーク体制
の整備を図る

調査内容
・高齢者、障がい者、低
額所得者を受けいれるこ
とができるか
・入居の要件は（緊急連
絡先の確保など）

分析協力

連携

＜実施体制＞

協力
ネットワーク会議で話し合ったマッチング体制構築に資する取組を実施

全市町村において、３つのSTEPでネットワーク体制を整備
（STEP1）福祉団体や不動産関係者へ実態把握
（STEP2）市町村ごとに居住支援ネットワーク会議を開催
（STEP3）マッチング体制を構築する取組を実施

居住支援ネットワーク
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居住支援の事例（全国）
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居住支援の事例（全国）
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居住支援の事例（全国）
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居住支援の事例（全国）
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